[bookmark: _Hlk161126660]宇都宮市女性活躍推進補助金交付要綱
（趣旨）
第１条　市の交付する女性活躍推進補助金（以下「補助金」という。）については，宇都
宮市補助金等交付規則（昭和４１年規則第２２号。以下「規則」という。）に定めるも
ののほか，この要綱の定めるところによる。
（目的）
第２条　この要綱は，市内の中小企業が取り組む，女性が働きやすい職場環境整備及び女
性従業員のための健康経営に要する経費の一部を補助することにより，女性の活躍推進
を図ることを目的とする。
（定義）
[bookmark: _Hlk198648157][bookmark: _Hlk198129693]第３条　この要綱において，一般事業主行動計画の意義は，女性の職業生活における活躍
の推進に関する法律（平成２７年法律第６４号）第８条第１項又は第７項に基づき同条
第１項に規定する一般事業主行動計画をいう。
[bookmark: _Hlk198911118]２　この要綱において，中小企業とは，女性の職業生活における活躍の推進に関する法律
第８条第７項に規定する一般事業主行動計画の策定に努めるとされる一般事業主をいう。
（補助対象者）
第４条　補助金の交付を受けることができる者（以下「補助対象者」という。）は，次に
掲げる要件を全て満たすものとする。
⑴　市内に主たる事業所を有する事業者であること。
⑵　常時雇用する従業員が１００名以下であること。
⑶　女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画を策定
している事業者であること。
なお，一般事業主行動計画を策定していない場合は，実績報告までに策定すること。
⑷　市税の滞納がないこと。
（補助対象事業）
第５条　補助金の交付対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は，一般事業主
行動計画に掲げた目標の達成に向け，女性就業環境の改善及び女性従業員のための健康
経営に係る取組とする。　
２　補助金の交付は，一の補助対象者につき１件に限る。
３　国又は県等公的機関が交付する他の補助金等の交付を受けている又は受ける予定となっ
ている事業については，交付対象としないものとする。
（補助対象経費等）
第６条　補助金の交付対象となる経費，補助率及び補助金の限度額は，別表１に定めると
おりとし，予算の範囲内で交付するものとする。
（交付の条件）
第７条　補助金の交付の条件は，次に掲げるとおりとする。
⑴　この補助金に係る収入及び支出を明らかにした領収書等の証拠書類は，補助事業が
完了した日の属する年度の翌年度から起算して５年間保管すること。
　⑵　事業終了後５年間，事業成果の報告及び事業に関する調査に協力すること。
　（補助金の交付申請）
第８条　補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は，補助金等交付
申請書（以下「申請書」という。）に次の各号に掲げる書類を添えて，当該補助事業に
着手する前に市長に提出しなければならない。
　⑴　事業計画書
⑵　収支予算書
⑶　事業実施に係る見積書等の写し
⑷　工事前または備品設置前の現況写真
⑸　女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画を策定
している場合はその届出の写し
⑹　登記事項証明書又はこれに代わるもの（個人事業者の場合は，開業届出書の写し
及び住民票）
⑺　市税の滞納のないことの証明書
⑻　前各号に掲げるもののほか，市長が必要と認める書類
[bookmark: _Hlk198911364]２　令和７年度分の補助金に限り，令和７年４月１日から同年５月３１日までの間に補助
事業に着手した場合においては，前項の規定にかかわらず，令和７年度の申請期間内に，
[bookmark: _Hlk198637596]申請書に市長が必要と認める書類を添えて，市長に提出しなければならない。
[bookmark: _Hlk198911407]３　前２項の規定による交付申請は，市長が別に定める申請期間内に行うものとする。
　（交付の決定）
第９条　市長は，前条の規定により申請書の提出があったときは，これを審査し，予算の
範囲内において補助金の交付の可否を決定するものとする。
２　前項の規定により補助金を交付することが適当であると認めるときは，補助金等交付
決定通知書により，その旨を当該申請者に通知するものとする。
３　市長は，補助金の交付決定に当たり，申請者に対して条件を付すことができるものと
する。
　（交付申請の変更等）
第１０条　申請者は，第８条の申請書の内容を変更し又は廃止しようとするときは，補助
金交付申請変更等届出書を市長に提出し，その承認を受けなければならない。
２　前条の規定は，第１項の届出書の提出があった場合に準用する。ただし，交付決定額の
増額は行わない。
（実績報告）
第１１条　交付決定事業者は，補助対象事業が完了したときは，補助事業完了報告書に次
の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
⑴　実績報告書
⑵　収支決算書
⑶　補助対象事業の経過及び成果を証する書類
⑷　支払いを証する書類
⑸　工事後または備品設置後の現況写真
⑹　女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画を策定
している場合はその届出の写し（申請時に未策定の場合）
　⑺　交付決定通知の写し
⑻　前各号に掲げるもののほか，市長が必要と認める書類
（補助金額の確定）
第１２条　市長は，前項の書類を受理した場合は，その内容を審査し，補助対象事業の実
施結果が，補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し，
適合すると認めるときは，交付すべき補助金の額を確定し，補助金等確定通知書により，
当該補助事業者に通知するものとする。
（補助金の請求）
第１３条　補助金の交付を受けようとする者は，補助金等交付請求書に，次の各号に掲げ
る書類を添えて市長に提出しなければならない。
⑴　補助金等確定通知書の写し
⑵　振込口座が確認できる書類
⑶　その他市長が必要と認める書類
（補助金の返還）
第１４条　市長は，補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたと
きは，補助金等返還請求書により通知するとともに，補助金交付決定の全部又は一部を
取り消し，当該補助金の交付を受けた者に対し，当該取消しに係る補助金の返還を命じ
るものとする。
⑴　不正の手段により補助金を受けたとき
⑵　補助金交付の条件に違反したとき
⑶　その他市長が不適当であると認めたとき
（財産の処分の制限）
第１５条　交付決定事業者は，補助対象事業により取得し，又は効用の増加した財産を，
市長の承認を受けないで，補助金の交付の目的に反して使用し，譲渡し，交換し，貸し
付け，又は担保に供してはならない。ただし，次の各号のいずれか該当する場合は，こ
の限りでない。
⑴　交付決定事業者が，補助金の全部に相当する金額を市に納付した場合
⑵　補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が適当と認める期間を
経過した場合
２　交付決定事業者が前項第１号又は第２号に該当する場合の手続については，補助金等
に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３８年法律第１７９号）の例によるもの
とする。
（報告及び調査）
第１６条　市長は，必要と認める事項について，交付決定事業者に対し報告を求め，又は
調査することができる。
（様式）
第１７条　この要綱に規定する申請書等の様式は，別に定める。
（補則）
第１８条　この要綱に定めるもののほか必要な事項は，別に定める。
制定文（令和６年８月１日告示第２６９－２号）
令和６年度分の補助金から適用する。
　　　改正文（令和７年６月１日告示第２３２号）
　令和７年度分の補助金から適用する。
　　　改正文（令和８年４月１日告示第　　　号）
　令和８年度分の補助金から適用する。


[bookmark: _Hlk197805488]別表１（第６条関係）
	[bookmark: _Hlk198912002]補助対象事業
	補助対象経費
	補助金額
	経費の内容
	対象経費の条件等

	１　女性就業
環境の改善
	⑴　工事費
	対象経費の２分の１以内
（上限５０万円）

※千円未満の端数切捨
	ア　女性専用スペース（女性専用トイレ，更衣室，休憩室，シャワールーム，授乳スペース，搾乳スペース等）の整備に要する費用
イ　託児室の設置に要する費用
ウ　男女兼用スペース又は男性専用スペースを女性専用スペースに改装・分割する場合の費用
	(ｱ) 補助対象となる経費については，機能向上等を目的とする改修工事と工事に直接関係する諸経費，備品購入費と備品の導入に係る費用（賃借料等）とし，既存設備の取り壊し，既存備品の買い替え等に要する費用は対象外とする。
(ｲ) 改修工事の実施及び備品の設置は，市内における自己所有の事業所に限ることとし，新規事業所の開設に係る工事及び備品の購入は対象外とする。
(ｳ) 男女兼用スペース又は男性専用スペースを改装・分割する場合は，女性専用スペースに該当する費用のみに限る。
(ｴ) 汎用性のある備品の購入（パソコン等）は対象外とする。
(ｵ) 工事現場等における女性専用仮設トイレ及び仮設更衣室の賃貸借を伴う導入については，借用期間等の条件を聴取し，別途判断する。

	
	⑵　備品購入
　費
	
	ア　女性専用スペースに付属する備品（トイレに設置するウォシュレット，更衣室に設置するエアコン，ロッカー等）の購入に要する費用
イ　テレワークなど女性従業員の柔軟な働き方を可能とする備品（Ｗｅｂカメラ，マイク等）の購入に要する費用
ウ　工事現場等における女性専用仮設トイレ及び仮設更衣室の導入に要する費用
	

	２　女性従業
員のための
健康経営に
関する取組
	⑴　女性特有の健康課題をテクノロジーで解決するための製品（以下「フェムテック製品」という。）の購入費
	
	ア　フェムテック製品（生理用品ＩｏＴディスペンサー，骨盤底筋強化椅子等）の購入に要する費用
	

	
	⑵　女性特有の健康課題をテクノロジーで解決するためのサービス（以下「フェムテックサービス」という。）の導入費
	
	ア　フェムテックサービス（オンラインを活用した医師への診療，相談，ピル処方等）の導入に要する費用

	(ｱ) 市内の事業所で利用するサービスに限る。
(ｲ)補助対象経費は，初年度分のみとし，２年目以降は対象外とする。
(ｳ) 個人用アプリケーションの登録及び導入は対象外とする。

	
	⑶　女性従業員のための健康経営コンサルティング経費
	
	ア　女性従業員の健康課題解消に向けたコンサルティング（社内の現状把握・課題の抽出・改善計画の作成・社内規定の整備・業務環境改善の提案等）に要する費用
	(1)  コンサルティ
ングは，女性の健康経営に関する実績・資格を持つ外部の専門家等が実施する。
(ｲ) 補助対象経費は，初年度分のみとし，２年目以降は対象外とする。



